
 

 

横浜市消火栓標識柱に関する要綱 

 

制 定 平成 19 年 12 月 12 日 

                       改 正 平成２２年 ４月 １日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、民間事業者による、消防水利規程（平成元年５月１日消防局達

第12号）第３条第１項第１号アに規定する公設消火栓（以下「消火栓」という。）

の標識柱の設置、撤去及び維持管理（以下「設置等」という。）に関し必要な事項

を定めることを目的とする。 

  

（定義） 

第２条 用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 標識柱  消火栓の位置を示す標識及び当該標識を掲出するための支柱をいう。 

(2) 設置  新たに標識柱を取り付けることをいう（建替えを含む。）。 

(3) 撤去  既存の標識柱を取り外すことをいう。 

(4) 設置事業者 標識柱の設置等を行う民間事業者をいう。 

 

（設置等事業開始の申請等） 

第３条 設置等の事業を開始しようとする者は、「消火栓標識柱設置事業開始申請（様 

式１）」により、消防局長（以下「局長」という。）に申請し、承認を得なければ

ならない。 

２ 局長は、前項の申請書を受理したときは、「消火栓標識柱設置事業開始申請回答

書（様式２）」により、回答するものとする。 

 

（設置事業者の要件） 

第４条 設置事業者は、次の各号すべての要件を満たすものでなければならない。 

 (1) 横浜市内に事業所を有すること。 

 (2) 民法（明治 29 年法律第 89 号）その他の法律の規定により認められた法人で、

当該事項を証明できる文書を提出できること。 

 (3) 事業を廃止しようとするときには、設置した標識柱をすべて撤去し、設置前の

状況に復することを誓約できること。 

 

（標識柱設置の目的） 

第５条 標識柱の設置の目的は、次の各号のとおりとする。 

(1) 消火栓部署に際し、有効な目標とするため 

(2) 他都市からの応援部隊の目標とするため 

(3) 消火栓付近の違法駐車を抑制するため 

(4) 降雪、土砂等により、消火栓が目視できない場合の目標とするため 

 

 

 

 



 

 

（標識柱の設置手続等） 

第６条  設置事業者は、標識柱を設置しようとする場合、当該標識柱を設置する場所 

を管轄する消防署の消防署長（以下「署長」という。）に対し、道路占用許可申請

書、道路占用料減免申請書、道路使用許可申請書及び道路占用廃止届（以下「申請

書等」という。）を提出し、署長の確認を受けた後、関係機関への手続を行うもの

とする。 

２ 設置した標識柱は、設置事業者の所有とし、消防局が無償で使用する権利を有す

る。 

 

 （設置に関する協議、監督及び指示） 

第７条 署長は、設置事業者から標識柱の設置に関し、申請書等（協議）が提出され、

その内容が、横浜市道路占用許可基準等、関係法令に適合し、かつ、第５条に掲げ

る設置目的に適合していると判断したときは、当該標識柱の設置を認めるものとし、

必要に応じて監督及び指示を行うものとする。 

 

（標識柱の仕様） 

第８条 標識柱の仕様は、「消防水利の標識について」（昭和45年８月19日消防法

第442号）によるものとし、別記１及び別記１－２のとおりとする。 

この場合において、標識と地盤面との距離は車道上にあっては 4.5 メートル以上、

歩道上、その他の場所にあっては、2.5 メートル以上とすること。 

なお、広告板を設置する場合については、広告板の最下部からの距離とする。 

２ 設置事業者は、設置する標識柱に会社名、住所、連絡方法等を明記しなければな

らない。 

 

（維持管理） 

第９条 設置事業者は、定期に巡回を行い、標識柱の状態を点検し、及び把握すると

ともに、正常な機能の維持に努め、破損、腐食等の不適合状態が認められた場合は、

直に新品又は良品との交換等の措置を講じなければならない。 

２ 設置事業者は、前項の点検内容を標識柱台帳（様式３）に記録しなければならい

ない。 

 

（維持管理の報告） 

第10条 設置事業者は、標識柱の維持管理について、次の各号により、局長及び署長 

に報告しなければならない。 

(1) 局長への報告 

毎年４月１日現在における各区の標識柱の建植本数 

報告期日 毎年４月５日 

(2) 署長への報告 

ア 標識柱の設置場所、位置等が記載された標識柱台帳 

報告期日 標識柱台帳を作成した都度 

  イ 標識柱の設置等又は第９条第１項に基づき補修工事等を実施した 

場合における標識柱台帳を添えての工事完了報告 

報告期日 工事完了月の末日まで  



 

 

  

（標識柱への広告添加等） 

第11条 設置事業者が標識柱へ広告添加を行う場合、その内容は、公序良俗に反しな

いものであり、かつ、関係機関等の許可を受けたものでなければならない。 

２ 標識柱への広告添加に関する必要な事務、当該広告に関する苦情等の対応は、す

べて設置事業者の責任において行うものとする。 

３ 署長は、標識柱に添加される広告について、その内容が公序良俗に反しないよう

監督するものとする。 

 

（費用負担） 

第12条 標識柱の設置等に係る一切の費用は、設置事業者の負担とする。 

 

（協定の締結） 

第13条 第３条の規定に基づき設置事業者として承認を受けた設置事業者が、標識 

柱の設置等を行う場合は、消防局との間において、役割分担、責任の明確化等、必

要な事項を定めた協定を締結しなければならない。 

 

（事故発生時等の対応） 

第14条 標識柱及び標識柱に添加した広告に起因して発生した事故に係るすべての

処理は、設置事業者の責任において行うものとする。 

２ 署長は、標識柱に起因して発生した事故を覚知したとき又は事故の発生の恐れが

あると認めたときは、設置事業者に対し通報するとともに、必要な指示を行うもの

とする。 

 

（損害賠償責任） 

第15条 設置事業者は、標識柱及び標識柱に添加した広告に起因して第三者に損害

を与えたときは、その損害のすべてを賠償しなければならない。 

２ 設置事業者は、前項に定める賠償責任が発生した場合に備え、損害保険等に加入

し、その内容を書面により、局長に提出しなければならない。 

 

（消防局の役割） 

第16条 局長は、この要綱に定めるもののほか、設置事業者に対し必要な事項をその

都度指示するものとする。 

 

（委任） 

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防局警防部長が定める。 

 

附  則 

 この要綱は、平成 19 年 12 月 12 日から施行する。 

 

附  則 

（改正）この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 



 

 

別記１ 

消 火 栓 標 識 柱 仕 様 書 

 

１ ポ ー ル 

材質は、一般構造用炭素鋼管（ＪＩＳ Ｇ３４４４ ＳＴＫ４１）７６．３φ×２．

８㎜及び６０．５φ×２．３㎜を溶接し、全長（アーム部分も含む）を５，８２０㎜に

仕上げ、ほこり異物、油脂等の除去を行い防錆塗装後赤色粉体塗装する。ただし、７６．

３φ×２．８㎜、６０．５φ×２．３㎜の溶接は、補強のため６０．５φ×２．３㎜の

管末にふれ止め用フランジを取付けこれを７６．３φ×２．８㎜管の中に長さ３００㎜

を差し込み溶接する。 

２ 補強管（芯金） 

ポールの根方より転倒防止のため、ＪＩＳ Ｇ３４４４ ＳＴＫ４１の６０．５φ×

２．３㎜管の長さ１，１００㎜を亜鉛メッキにしたものを用いる。 

３ ア ー ム 

ＪＩＳ Ｇ３４４４ ＳＴＫ４１の３４φ×２．３㎜管を曲げ加工し、ジョイントと

共に赤色粉体塗装をする。 

４ ジョイント 

ＳＴＫＭＩ ３Ｃ Ｅ－Ｃの７３．５φ×４．８㎜の特殊鋼管を成型加工した後、ア

ームに溶接する。 

５ 広 報 欄 

材質は、厚さ３㎜、幅２０㎜のＪＩＣ－Ｈ４０４０ Ａ６０６３ＢＥ－Ｔ５を用いて

加工する。アームへの取付けは、厚さ１㎜、幅２０㎜の磨帯綱のバンドを用い、７に定

めるボルト、ナットを使用して固定する。 

なお、磨帯綱バンドは亜鉛メッキ後赤色塗装してものを使用する。 

６ 標 識 板 

材質は、ＪＩＳ ３１４１ ＳＰＣＣ－ＳＤの板厚０．８㎜を用いる。 

（２） 型状は、円板とする。 

（３） 寸法は、直径５７５㎜とする。 

（４） 図柄は、メラミン焼付仕上げとし、地色は赤色とし、文字は白色として、色彩は

色むらのないよう均等に施す。 

（５） アームへの取付けは、７に定めるボルト、ナット並びに鎖を用いて堅固に取付け

る。 

７ ボルト、ナット 

  亜鉛メッキを施した市販品を用い、押ボルトを除き他に使用するものについては、径

５㎜長２０㎜以上のボルトを使用し、これに適合するナットを使用する。 

８ 鎖 

  材質は、ＪＩＳ Ｇ３５０５ ＳＷＲＭの径３．２㎜に亜鉛メッキを施したものを用

い長さ２８㎜の輪で７ピッチとする。 

  ただし、輪の接合は溶接によるものとし、フックを端末につける。 

 

 



 

 

９ 矢 印 板 

  材質は、ＪＩＳ ５０５２ Ｈ３４の板厚２㎜を用い形状寸法は、姿図に示すとおり

とする。 

  ポールへの取付けは、防錆塗装を施したのち白色塗装を行う。 

10  広 報 欄 

材質は、ＪＩＳ ５０５２ Ｈ３４の板厚１㎜を用い、所定の寸法、形状に整える。

広報内容の塗装は、焼き付け方式によるものとする。 

  なお、広報板枠への取付けは、外れ、脱落等のないようステンレス綱帯のＪＩＳ Ｇ

４３０４ ＳＵＳ３０４板厚０．３㎜のバンド並びに７に定めるボルト、ナットを用い

て固定する。 

11 基礎工事 

コンクリートの強度はδ７＝１６０㎏／㎠以上とし、スランプ８㎝±２．５㎝とする。 

 
材質にあっては、技術開発の進展にともない、同等以上の強度等が確認できる場合は、

当局と協議のうえで替えることができるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

別記１－２ 

 
 
 
 
 
 



 

 

様式３ 

標 識 柱 台 帳 
 

場  所  
 

 
 
 

 
番  号 

 

 
 

 

 
設置年月日 

 
 
 

 
付近目標物 

 

 
 

 

 
広告 
 

 
有 

 
添加

内容 

 
 
 無 

［設置場所周辺図］ 
 
 
 

［備  考］ 
 

(A４) 



申請者住所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

標識設置事業にともなう損害賠償責任に備え、以下の保険に加入します。

(Ａ４)

事業廃止時の措置

契約書（写）：

加入保険

会 社 ：

補償内容：

標識柱の仕様等

様式１

事業者詳細

会 社 称 ：

横浜市消火栓標識柱に関する要綱第３条の規定に基づき、横浜市内おける消火栓標識柱設置
事業を開始の承認を受けたいので申請します。

事業名

消防局長

　　　　年　　月　日

事業区域

事業の内容

消火栓標識柱設置事業開始申請書

連 絡 先 ：

住 所 ：

代表者名：

事業目的



消警第 号

年 月 日

  住所

  氏名 様

　　　　　　年　　　　　月　　　　日に申請のありました消火栓標識柱設置事業開始につ

いては、次の条件を付けて承認します。

１　横浜市消火栓標識柱に関する要綱（以下「要綱」という。）を遵守すること。

２　要綱第13条に基づき協定を締結すること。

３　業務の開始は、前項に基づき協定締結後とすること。

４　協定締結時に添付する書類

　(1)　　要綱第４条第２項に基づく法人登記簿の謄抄本又は登記事項証明書の写し

　(2)　　要綱第４条第３項に基づく事業廃止時の措置に関する誓約書

　(3)　　要綱第15条第２項に基づく損害保険契約書の写し

(Ａ４)

横浜市消防局長　　　　　　　　　印

様式２

消火栓標識柱設置事業開始申請回答書

条　　　件
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